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2 0 1 3 0 2 2 0 貿局第１号 

輸入注意事項２５第４号 
経済産業省貿易経済協力局 

 
 「医薬品類の輸入の承認について」の一部を改正する規程を次のとおり制定

する。 
 

平成２５年３月１日 
 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 北川 慎介 
 
 
 

「医薬品類の輸入の承認について」の一部改正について 
 
 
「医薬品類の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け平成１９・０

２・２７貿局第３号・輸入注意事項１９第５号）の一部を別紙の新旧対照表の

とおり改正し、平成２５年３月１日から施行する。 
 



（別 紙） 
「医薬品類の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分）（案） 
○医薬品類の輸入の承認について（平成１９年３月６日付け平成１９・０２・２７貿局第３号・輸入注意事項１９第５号） 

改 正 後 現   行 
１ 対象品目 
関税率表の


番 号 等 

品          目 備 考 

1211･30 ～ 2922･19 （略） 

2922･29 

 

・４-エチル-２・５-ジメトキシ-α-メチルフェネチルアミ

ン（別名ＤＯＥＴ）及びその塩類 

・２・５-ジメトキシ-４・α-ジメチルフェネチルアミン（別

名ＤＯＭ）及びその塩類 

・２・５-ジメトキシ-α-メチルフェネチルアミン（別名Ｄ

ＭＡ）及びその塩類 

・３・４・５-トリメトキシフェネチルアミン（別名メスカ

リン）及びその塩類 

・３・４・５-トリメトキシ-α-メチルフェネチルアミン（別

名ＴＭＡ）及びその塩類 

・４-ブロモ-２・５-ジメトキシフェネチルアミン及びその

塩類 

・４-ブロモ-２・５-ジメトキシ-α-メチルフェネチルアミ

ン（別名プロランフェタミン）及びその塩類 

・４-メトキシ-α-メチルフェネチルアミン（別名ＰＭＡ）

及びその塩類 

・２・４・５-トリメトキシ-α-メチルフェネチルアミン及

びその塩類 

・２-（４-ヨード-２・５-ジメトキシフェニル）エタンアミ

ン及びその塩類 

・１-（４-メトキシフェニル）-Ｎ-メチルプロパン-２-アミ

ン及びその塩類 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

2922･31 （略） 

１ 対象品目 
関税率表の


番 号 等 

品          目 備 考 

1211･30 ～ 2922･19 （略） 

2922･29 

 

 

 

・４-エチル-２・５-ジメトキシ-α-メチルフェネチルアミ

ン（別名ＤＯＥＴ）及びその塩類 

・２・５-ジメトキシ-４・α-ジメチルフェネチルアミン（別

名ＤＯＭ）及びその塩類 

・２・５-ジメトキシ-α-メチルフェネチルアミン（別名Ｄ

ＭＡ）及びその塩類 

・３・４・５-トリメトキシフェネチルアミン（別名メスカ

リン）及びその塩類 

・３・４・５-トリメトキシ-α-メチルフェネチルアミン（別

名ＴＭＡ）及びその塩類 

・４-ブロモ-２・５-ジメトキシフェネチルアミン及びその

塩類 

・４-ブロモ-２・５-ジメトキシ-α-メチルフェネチルアミ

ン（別名プロランフェタミン）及びその塩類 

・４-メトキシ-α-メチルフェネチルアミン（別名ＰＭＡ）

及びその塩類 

・２・４・５-トリメトキシ-α-メチルフェネチルアミン及

びその塩類 

・２-（４-ヨード-２・５-ジメトキシフェニル）エタンアミ

ン及びその塩類 

 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

2922･31 （略） 



2922･39 ・６-ジメチルアミノ-５-メチル-４・４-ジフェニル-３-ヘ

キサノン（別名イソメサドン）及びその塩類 

・２-（メチルアミノ）-１-フェニルプロパン-１-オン（別

名メトカチノン）及びその塩類 

・２-（２-クロロフェニル）-２-（メチルアミノ）シクロヘ

キサノン（別名ケタミン）及びその塩類 

・２-（メチルアミノ）-１-（４-メチルフェニル）プロパン

-１-オン及びその塩類 

・２-エチルアミノ-１-フェニルプロパン-１-オン及びその

塩類 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

2922･44 ～ 2933･59 （略） 

2933･99 ・２-（４-クロロベンジル）-１-（ジエチルアミノ）エチル

-５-ニトロベンズイミダゾール（別名クロニタゼン）及び

その塩類 

・１-（ジエチルアミノ）エチル-２-（４-エトキシベンジル）

-５-ニトロベンズイミダゾール（別名エトニタゼン）及び

その塩類 

・１・３-ジメチル-４-フェニル-４-（プロピオニルオキシ）

アザシクロヘプタン（別名プロヘプタジン）及びその塩類 

・３-（２-アミノブチル）インドール（別名エトリプタミン）

及びその塩類 

・３-（２-（ジエチルアミノ）エチル）インドール（別名Ｄ

ＥＴ）及びその塩類 

・３-（２-（ジメチルアミノ）エチル）インドール（別名Ｄ

ＭＴ）及びその塩類 

・３-（（２-ジメチルアミノ）エチル）-インドール-４-イル

リン酸エステル（別名サイロシビン）及びその塩類 

・３-（２-（ジメチルアミノ）エチル）-インドール-４-オ

ール（別名サイロシン）及びその塩類 

・１-（１-フェニルシクロヘキシル）ピロリジン（別名ロリ

シクリジン）及びその塩類 

・３・７-ジヒドロ-１・３-ジメチル-７-（２-（（α-メチル

麻薬 

 

 

麻薬 

 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

向精神薬 

2922･39 ・６-ジメチルアミノ-５-メチル-４・４-ジフェニル-３-ヘ

キサノン（別名イソメサドン）及びその塩類 

・２-（メチルアミノ）-１-フェニルプロパン-１-オン（別

名メトカチノン）及びその塩類 

・２-（２-クロロフェニル）-２-（メチルアミノ）シクロヘ

キサノン（別名ケタミン）及びその塩類 

・２-（メチルアミノ）-１-（４-メチルフェニル）プロパン

-１-オン及びその塩類 

 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

2922･44 ～ 2933･59 （略） 

2933･99 ・２-（４-クロロベンジル）-１-（ジエチルアミノ）エチル

-５-ニトロベンズイミダゾール（別名クロニタゼン）及び

その塩類 

・１-（ジエチルアミノ）エチル-２-（４-エトキシベンジル）

-５-ニトロベンズイミダゾール（別名エトニタゼン）及び

その塩類 

・１・３-ジメチル-４-フェニル-４-（プロピオニルオキシ）

アザシクロヘプタン（別名プロヘプタジン）及びその塩類 

・３-（２-アミノブチル）インドール（別名エトリプタミン）

及びその塩類 

・３-（２-（ジエチルアミノ）エチル）インドール（別名Ｄ

ＥＴ）及びその塩類 

・３-（２-（ジメチルアミノ）エチル）インドール（別名Ｄ

ＭＴ）及びその塩類 

・３-（（２-ジメチルアミノ）エチル）-インドール-４-イル

リン酸エステル（別名サイロシビン）及びその塩類 

・３-（２-（ジメチルアミノ）エチル）-インドール-４-オ

ール（別名サイロシン）及びその塩類 

・１-（１-フェニルシクロヘキシル）ピロリジン（別名ロリ

シクリジン）及びその塩類 

・３・７-ジヒドロ-１・３-ジメチル-７-（２-（（α-メチル

麻薬 

 

 

麻薬 

 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

向精神薬 



フェネチル）アミノ）エチル）-１Ｈ-プリン-２・６-ジオ

ン（別名フェネチリン）及びその塩類 

・３-[２-（ジイソプロピルアミノ）エチル]-５-メトキシイ

ンドール（別名５-Ｍｅｏ-ＤＩＰＴ）及びその塩類 

・３-（２-アミノプロピル）インドール（別名ＡＭＴ）及び

その塩類 

・１-ナフタレニル（１-ペンチル-１Ｈ-インドール-３-イル）

メタノン及びその塩類 

・Ｎ，Ｎ-ジアリル-５-メトキシトリプタミン及びその塩類 

・１-フェニル-２-（ピロリジン-１-イル）ペンタン-1-オン

及びその塩類 

・（１-ブチル-１Ｈ-インドール-３-イル）（ナフタレン-１-

イル）メタノン及びその塩類 

・（４-メチルナフタレン-１-イル）（１-ペンチル-１Ｈ-イン

ドール-３-イル）メタノン及びその塩類 

 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

2934･91 ～ 30･04 （略） 

２～５ （略） 
 

フェネチル）アミノ）エチル）-１Ｈ-プリン-２・６-ジオ

ン（別名フェネチリン）及びその塩類 

・３-[２-（ジイソプロピルアミノ）エチル]-５-メトキシイ

ンドール（別名５-Ｍｅｏ-ＤＩＰＴ）及びその塩類 

・３-（２-アミノプロピル）インドール（別名ＡＭＴ）及び

その塩類 

・１-ナフタレニル（１-ペンチル-１Ｈ-インドール-３-イル）

メタノン及びその塩類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻薬 

 

麻薬 

 

麻薬 

2934･91 ～ 30･04 （略） 

２～５ （略） 

 


